
１ 令和３年度 丹波市教育方針 

  丹波市の教育方針では、１０の重点施策が示されています。 

  特に、コロナ禍にあって、自学自習自走できる子どもたちの育成が求められています。 

令和３年度 丹波市教育方針
『地域に誇りを持ち、自分たちの未来を創る 人づくり』

「一人ひとりが未来の創り手に」

地域社会 未来社会 大人・子ども大人・子ども
「学校づくり」 「授業づくり」 「人づくり」

１ 自学自習自走できる学びに向かう力の育成
・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進
・確かな学力を保障する個に応じた指導の充実
・聴き合い対話し協働的に学び合う授業の充実

２ 発達段階に応じた情報活用能力の育成
・1人1台端末を効果的に活用した主体的・協働的な学びの充実
・ICTを日常的に活用できる体制の構築
・プログラミング教育、情報モラル教育の充実

3 児童生徒一人ひとりの能力や適性に応じた個別最適な学びの充実
・教育的ニーズに気づき、支え、つなぐ特別支援教育の充実
・“信頼して、任せて、支える”探求的な学びの充実
・オンライン学習等個別最適化された学びの実践研究

5 子どもたちの学びを支える教育環境の整備・充実
・教育支援センター「レインボー」の機能充実
・中学校特別教室の空調設備の整備
・臨時休校時の学びを保障する教育環境の充実と
遠隔学習の実践

７ 学校・家庭・地域・行政等の新たな協働体制の構築
・地域学校協働活動推進員を活用したコミュニティ・スクール
の充実
・複合施設と連携した図書館サービスの充実
・丹波市の教育応援プロジェクトの実施

4 本気の働き方改革の推進
・“とらわれない・おそれない・あきらめない”働き方改革の推進
・学校の組織構成の多様化による持続可能な仕組みづくり
・ICTを活用した校務・業務の効率化・簡素化の推進

教育振興基本計画
第3期
2018年～

主体的に判断
多様な人との協働
新たな価値を創造

新学習指導要領
全面実施 2020年～

未来の創り手となるために
必要な「生きる力」の育成

６ すべての子どもが安心して学べる居場所づくり
・子ども同士で学び合う関係性の構築
・いじめの早期発見・早期対応・未然防止の効果的な取組
・不登校や問題行動などに対する教育相談・支援体制の
充実

8 たんばふるさと学・キャリア教育の推進
・ICT、副読本、社会教育施設等を活用したフィール
ドワークの実施
・体系的・系統的なキャリア教育実践の推進
・アントレプレナーシップ教育の推進と充実

10 幼児教育・保育の充実
・学びの連続性を踏まえた教育の充実と小学校との接続
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領の理解と指導
方法の工夫改善
・保育士・保育教諭の資質及び専門性の向上

９ 外国語指導の充実
・コミュニケーションの素地を養う小学校外国語活動の充実
・コミュニケーション能力の基礎を養う中学校外国語科の充
実
・ICTを活用した国際交流学習の充実

 

２ 令和３年度 丹波市立黒井小学校学校経営方針 

  丹波市の方針を受けて、以下のような目標を設定しました。（１）が、子どもたちがつけていく力、（２）が、教職員が取り組 

むことです。丹波市の目標にもあります「地域」「未来」がキーワードとなります。 

令和３年度 教育方針を受けて 丹波市立黒井小学校

教育方針『地域に誇りを持ち、自分たちの未来を創る 人づくり』

・学校・家庭・地域の理念の共通理解と協働を通して子どもたちをはぐくむ
「地域とともにある学校づくり」
・AIでは代替できない力やAIを使いこなす力をはぐくむ「主体的・対話的で
深い学びの視点に立った授業づくり」

・まちづくりを引き継ぐ未来の大人である子どもをはぐくむ人づくり

令和３年度学校教育目標

地域に誇りを持ち 未来を切り拓く黒井っ子の育成
自信を持って人生を切り拓いていくための「学力」と「人間力」を育成し、自身

の将来を豊かにするための教養の礎を築く

①多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝え

ることができることや②自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進ん

で学ぼうとすること、③様々な課題を発見し、適切な計画を立ててその課題を人と

協力して解決することができること、④自らが果たすべき様々な立場や役割を踏ま

えて人のために行動することをとおして自身の成長を実感させていく教育の実践

めざす子ども像

［自立］ なにごとも自分で考えて，行動のできる子 ①②

［協働］ 人のためになることを，すすんでできる子 ①④

［創造］ 大きな夢を持ち，粘り強くがんばる子 ②③

めざすコミュニティ・スクール像

主体性を持ったCSの主導により、地域・学校・家庭がそれぞれ本来の役割を

発揮することで地域の教育資源を活かした学校と、コミュニティを形成する。

（２）教職員の工夫・
改善

①新型コロナ感染症拡
大防止
感染防止対策の徹底
臨時休業等への準備
②「観」のそろった
職員集団
学習指導での共通理解
生徒指導での情報共有
・多様性
・SDGs
③報告連絡相談の慣行
・組織対応
・事実の正確な把握
と共有
・家庭への迅速な連絡
・児童・保護者への
事後対応

④教育を地域・家庭に
発信
・ホームページ
・学校、学級だより
⑤働き方改革
・SSSの活用
・定時退勤日の完全実
施

（１）子どもたちが
自ら学んでいくこと

次世代を生きぬく
学力
①言語活用能力の向上
対話的な学びの充実
言葉を大切にした学び
②情報活用能力の向上
情報モラル
情報活用能力の向上
③外国語の充実
外国語を楽しむ

豊かなこころ
④学習規律等の定着
自主性、自律心
人のために行動
⑤こころの育成
人権意識を持つ
体験活動等への参加

健やかな体
⑥体力・運動能力の向上
体力の向上
運動能力の向上
⑦健康管理
積極的な感染症対策
学習時の正しい姿勢

 



丹波市立黒井小学校学校経営方針について、学校が取り組むことを詳しくしています。 

「地域」…学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を充実させます。 

「未来」…キャリア教育・ふるさと学を通して自立を目指します。 

「学力」…主体的な学びに向けて ICT等も活用していきます。 

令和３年度の取組 丹波市立黒井小学校

令和３年度学校教育目標

地域に誇りを持ち 未来を切り拓く黒井っ子の育成
自信を持って人生を切り拓いていくための「学力」と「人間力」を育成し、自身

の将来を豊かにするための教養の礎を築く

①多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝え

ることができることや②自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進ん

で学ぼうとすること、③様々な課題を発見し、適切な計画を立ててその課題を人と

協力して解決することができること、④自らが果たすべき様々な立場や役割を踏ま

えて人のために行動することをとおして自身の成長を実感させていく教育の実践

めざす子ども像

［自立］ なにごとも自分で考えて，行動のできる子 ①②

［協働］ 人のためになることを，すすんでできる子 ①④

［創造］ 大きな夢を持ち，粘り強くがんばる子 ②③

めざすコミュニティ・スクール像

主体性を持ったCSの主導により、地域・学校・家庭がそれぞれ本来の役割を

発揮することで地域の教育資源を活かした学校と、コミュニティを形成する。

（1）学力の育成

①言語活用能力の向上
・主体性を育む授業改善
・対話的な学びの充実
・言葉を大切にした学びの
充実
②情報活用能力の向上
・ＩＣＴによる個別最適化
・プログラミング教育の推
進
・情報モラル教育の充実
③外国語・外国語活動の推
進
・ＡLＴ校内研修の充実
・中や地域人材の活用
・ＩＣＴの活用
④キャリア教育の充実
・ふるさと教育の推進
・キャリアノートの活用
・コミスクの活用

（2）豊かなこころ

①不登校の未然防止
・不登校傾向の早期把握
・関係機関との連携
②いじめ・暴力ゼロ
・人権感覚の育成
・いじめアンケートの推進
・地域・家庭との連携
・異年齢集団活動の推進
③児童理解の推進
・特性や個性の理解の促進
・情報共有を推進
・虐待・ＤＶへの対応
④人権意識の醸成
・主体的な活動の推進
・地域・家庭との連携
・コロナ禍での取組
・関係機関との連携
・多様性の理解推進

（3）健やかな体と体力の
向上
①体力・運動能力の向上
・体力の向上
・運動能力の向上
②健康管理
・感染症対策の徹底
・学習時の正しい姿勢の定
着
③防災・安全教育の充実
・「備える」活動の推進
・「伝える」活動の充実
・訓練等の実施
④食育の推進
（4）地域・家庭との協働
①コミュニティ・スクール
の推進
・学校支援Ｃの活用
・協働活動の充実
②家庭学習の充実
・学習の個別最適化
・家庭と学習課題を共有
・主体的な学びの育成
③学校情報の公開
・ホームページ等の充実
・「学校・学年だより」等
の充実
・学校評価の活用
（5）業務改善
①超過勤務の縮減
②会議時間の短縮
③その他

教育方針『地域に誇りを持ち、自分たちの未来を創る 人づくり』

・学校・家庭・地域の理念の共通理解と協働を通して子どもたちをはぐくむ
「地域とともにある学校づくり」
・AIでは代替できない力やAIを使いこなす力をはぐくむ「主体的・対話的で
深い学びの視点に立った授業づくり」

・まちづくりを引き継ぐ未来の大人である子どもをはぐくむ人づくり

 

３ 新型コロナウイルス感染症対策について 

２０１９年に発生した新型コロナウイルス感染症は、いまだ終息を見ることなく、その対策が行われています。学校では、感

染症対策をしっかり行い、学校内での感染が広がることを抑えることが大切てあると考えます。県や市の感染状況を十分に

踏まえ、学習内容や活動内容を工夫しながら可能な限り教育活動を継続し、子ども達の学びを保障していきます。その中で、

児童や教職員に感染等が確認された場合には、感染者や濃厚接触者である児童等が、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの

対象にならぬよう、十分に配慮していきます。 

学校の役割 

校長・教頭・養護教諭・各学級担任・各担当、学校医・学校薬剤師等で連携する体制をつくります。児童への指導を中心と

しながら、朝の検温、給食時間や休み時間、登下校時の児童の行動の見守りなど、地域の協力を得ながら学校全体として感

染拡大防止に取り組みます。 

基本的な新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）児童生徒等への指導 

児童が新型コロナウイルス感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう

指導します。 

 （２）基本的な感染症対策 

①感染源を絶つこと ②感染経路を絶つこと ③抵抗力を高めること 

（３）集団感染のリスクへの対応 

①換気の悪い密閉された空間  ②多数が集まる密集した場面 ③間近で会話や発声をする密接な場面 

学校においては、①～③を回避できるように学校での生活習慣を改善しています。 

 


